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新潟県 



は じ め に 

 

 

本県は、急峻な地形と脆弱な地質が多くを占める広い県土と長大な河川

や海岸線を有するとともに、全国有数の豪雪県であり、これまでに数多く

の記録的な大規模自然災害に見舞われてきました。 

また、近年は気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化がみられ

ているところであり、災害対応や除雪など地域の安全・安心の確保を担う

建設産業の役割は、益々重要なものとなっています。 

一方、建設産業は近年の資材価格の高騰の影響などにより、厳しい経営

環境に置かれており、引き続き安定的な利益の確保と収益性の改善に向け

た取組が必要な状況です。 

また、労働環境改善の対応の遅れなどから若年就業者の減少に歯止めが

かかっておらず、今後、人口減少局面が継続していくことを踏まえると、

技術・技能を維持するためにも将来の担い手確保・育成が喫緊の課題とな

っております。 

県ではこれまで、建設産業における課題解決のため、「新潟県建設産業

活性化プラン」を策定し、建設産業を取り巻く環境の変化に併せて、数次

にわたる改訂を行ってまいりました。 

今回の新プランの策定に当たっては、有識者からなる「新潟県建設産業

活性化プラン評価・策定検討会議」を設置し、これまでの施策を評価いた

だくとともに、今後の施策についてご意見をいただいたところです。 

「第五次・新潟県建設産業活性化プラン」は、「新潟県総合計画～住ん

でよし、訪れてよしの新潟県～」を着実に実現していくためのアクション

プランとして位置づけられており、本プランに掲げた施策を着実に進める

ことで、人口減少社会においても建設産業が県内各地域において安定的・

持続的に貢献し、活躍し続け、魅力ある産業となるよう取り組んでまいり

ます。 

 

令和８年３月 新潟県知事  花角 英世 
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Ⅰ 「第五次・新潟県建設産業活性化プラン」の位置づけ 
 

１ 「第五次・活性化プラン」の位置づけ 
活性化プランは、県の最上位計画である「新潟県総合計画～住んでよし、訪

れてよしの新潟県～」を着実に実現していくためのアクションプランとして

位置づけられています。 

 

２ 新潟県総合計画について 
（１）「新潟県の人口の将来展望と達成目標」について 

人口減少に歯止めをかけ、人口の定常化を実現するとともに、少ない人口

であっても、成長力のある持続可能な社会を構築することが必要であり、総

合計画の期間内においては、人口置換水準である合計特殊出生率 2.07と社

会動態の均衡を 2050年に実現するパターン 1を上回る総人口を目指すこと

としています。 

  

 図１〔新潟県の人口の推移と見通し〕 

資料：新潟県「新潟県総合計画」 

 

（２）「地域を支える建設産業の振興」について 

政策の大項目である「１ 安全に安心して暮らせる新潟」の６つの中項目

のうち、「（２）安全・安心な地域を支える基盤づくり」の中に、「地域を支

える建設産業の振興」として柱建てが行われています。 

建設産業は、除雪や災害対応など地域の安全・安心の確保や社会資本の整

備などを担うとともに、地域の経済と雇用を支える重要な役割を果たして

いますが、建設投資額の減少に伴う競争の激化に加え、近年の資材価格の高

騰の影響などにより厳しい経営環境におかれています。また、高齢化の進行
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などにより、将来の担い手の確保・育成が課題となっています。 

そのため、『建設産業の振興に取り組むことにより、建設産業が地域の安

全・安心の確保や社会資本の整備などを担いながら、各地域において安定

的・持続的に貢献し、地域の経済や雇用を支え活躍し続け、魅力ある産業と

なること』を目指していくこととしています。 

「県内建設業の利益率」、「県内建設業における大学・高校新卒者の就業継

続率」及び、「県内建設業の労働時間（所定内・所定外の合計）」の３つの達

成目標（成果目標）を掲げ、「経営基盤の強化」、「人材の確保・育成」及び

「生産性の向上」に取り組むこととしています。 

 

（３）新潟県総合計画における SDGsの推進の扱いについて 

   SDGs は 2015 年（平成 27）年 9 月に国連サミットで採択された 2030（令

和 12）年までの国際的な目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構

成され、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実

現を基本理念に、すべての人が豊かに暮らす世界の実現を目指しています。 

この SDGs達成に向けた取組は、持続可能なまちづくりにつながり、県の

最重要課題である人口減少問題を始めとする本県が抱える地域課題の解決

に資するものであり、本県としても積極的に SDGsの取組を推進する必要が

あります。 

なお、総合計画では、重要課題への対応及び各分野の政策と SDGs17のゴ

ールとの関係を明示し、対応状況を整理しています。 

 

３ 「第五次・活性化プラン」の計画期間等 
計画期間は､令和８年度～12 年度の５年間とし､施策の進捗状況や方向性を

確認するため、令和 10 年度に中間評価を、令和 12 年度に最終評価を実施し

ます。 
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Ⅱ 県内建設産業の現状 
 

１ 県内建設産業の役割 
（１）地域の安全・安心を担う産業 

  ① 災害への対応 

    本県は、急峻な地形と脆弱な地質、長大な河川を擁するため、洪水や土

砂災害等の自然災害リスクが非常に高く、これまでに数多くの記録的な

大規模自然災害に見舞われています。近年では平成 16 年の 7.13 水害や

中越大震災、平成 19 年の中越沖地震、平成 23 年の長野県北部地震や新

潟・福島豪雨、平成 25年７月の豪雨災害、令和４年８月の新潟県北豪雨

など多くの災害が発生し、甚大な被害が生じています。 

    特に近年、気候変動の影響により、全国各地で豪雨災害が激甚化・頻発

化しています。 

そのため、建設産業は災害発生時の応急対応や迅速な復旧工事などに

より、防災・減災に貢献し、県民の安全・安心を守る産業として、益々重

要な役割を果たしています。 

 

  ② 除雪への対応 

    本県は全国有数の豪雪地帯であり、令和２年 12月には大雪のため、関

越自動車道において最大 2,100台の立ち往生が発生しました。 

建設産業は冬期の道路交通を確保するための除雪対応も担っており、

県民生活や経済活動を維持するために重要な役割を果たしています。 

 

（２）地域のくらしを支える産業 

① 社会資本の整備 

本県は県土が広いことから、快適な生活を支えるために必要な多くの

社会資本を整備する必要があります。 

建設産業は、道路、河川、ダムや港湾など大規模な施設の建設工事はも

とより、学校や住宅などの身近な施設の建築工事を担うことで、県民のく

らしを支えています。 

 

② インフラ施設の維持管理・更新 

県が保有するインフラ施設は、高度経済成長期に集中的に整備され、今

後急速に老朽化することが懸念されています。このように一斉に老朽化

するインフラを戦略的に維持管理・更新することが求められています。 

 

（３）地域経済・雇用を下支えする産業 

本県の建設産業は、県内就業者数の 9.7％（令和２年国勢調査）と、県内

総生産の 6.3％（令和４年度県民経済計算）を占め、いずれも全国平均を上

回っており、地域の経済と雇用を支える重要な役割を果たしています。 
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２ SDGs 達成への貢献 
（１）建設産業における SDGsへの貢献 

   建設産業は、インフラ整備、災害復旧、除雪、耐震住宅の建築など、様々

な面で住み続けられるまちづくりに大きく関与しています。また、建設資材

等のリサイクルや工事での水質・大気汚染防止などの環境対策にも関わる

産業です。まちづくりや環境対策は、それぞれ SDGs で 17 のゴールとして

掲げられていることから、建設産業全体で SDGs の取組を推進することで、

SDGsの達成に大きく貢献することになります。 

また、本県は気候変動問題に対応するため、2050 年までに温室効果ガス

排出量の実質ゼロを目指すことを令和２年９月に表明し、取組を進めてお

り、SDGs の達成にもつながる脱炭素社会への転換に向けて、建設産業では

建設機械やコンクリート製作等の脱炭素化の取組が期待されます。 

 

  《建設産業と関連性が高いゴール》 

    

（２）SDGs達成に貢献するための取組 

  ① 企業の取組の推進 

    企業における SDGsへの取組は、社会貢献はもとより、企業イメージの

向上やそれに伴う入職希望者の増加、従業員の労働意欲向上などにつな

がると言われています。また、各企業において男女が共に活躍できる職場

環境づくりや職員の技術研修を進めることで、労働環境の改善が期待で

きます。 

    そのため、県で SDGsを推進する企業に対する登録制度を設けることで、

企業での SDGs の取組を促進するとともに、各企業の SDGs への取組を積

極的に PRし、建設産業の魅力向上につなげます。 

 

② 各施策を通じた貢献 

    建設工事における発注施策や建設産業における労働環境の改善及び生

産性の向上等につながる施策を通して、「８ 働きがいも経済成長も」「11 

住み続けられるまちづくりを」などの目標の達成に貢献します。 
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３ 県内建設産業の現状 
（１）建設業就業者等の状況 

  ① 県内建設業就業者数は大幅な減少が進行中 

建設業の就業者数は平成７年の 166,252 人をピークに、令和２年度に

は 102,780人まで減少し、ピーク時に比べて 61.8％となっています。 

また、建設業の常用労働者数では平成９年の 115,977人をピークに、令

和６年には 62,595人まで減少し、ピーク時に比べて 54.0％と大幅に減少

しています。 

 

 図２〔県内建設就業者数の推移〕 

                  資料：総務省「国勢調査」（建設業就業者数）      

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（常用労働者数） 

※毎月勤労統計調査は５人以上の事業所が対象 

 

② 将来の担い手不足が深刻化 

県内の建設業就業者の年齢構成を見ると、29歳以下の割合は平成 12年

以降減少傾向にあり、令和２年は 9.8％となる一方で、55歳以上の割合は

平成 12年以降上昇傾向にあり、令和２年は 39.4％となっています。 

県内の全産業において就業者の高齢化が進んでいますが、建設業にお

いてはより深刻な状況となっています。 

 

 図３〔県内建設就業者の年齢構成比の推移〕 

                        資料：総務省「国勢調査」 
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  ③ 高い有効求人倍率 

    県内における建設・採掘の有効求人倍率は近年９倍前後で推移してお

り、全産業と比べてきわめて高い水準となっています。 
 
 図４〔県内の有効求人倍率（パート除く）〕 

資料：新潟労働局「労働市場月報」 
 

④ 更なる改善が望まれる就業継続率 

県内の建設業に就業した新規学卒者における３年経過時点の就業継続

率を見ると、高校卒では平成 29 年３月卒の 56.8％から改善傾向にあり、

直近３年は 65％前後で推移しています。近年改善はみられるものの、全

産業平均と比べると低い状況が続いています。 

大学卒では全産業よりも高い就業継続率を維持しているものの、製造

業に比べ低い水準となっています。 
  
図５〔県内の新卒就業者の就職継続率の推移（高校卒）〕 

資料：新潟労働局資料を基に新潟県で作成 
 

図６〔県内の新卒就業者の就職継続率の推移（大学卒）〕 

資料：新潟労働局資料を基に新潟県で作成 
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（２）建設投資、利益率の状況 

  ① 建設投資額は減少傾向 

近年の建設投資額は、中越大震災等による一時的な災害復旧工事の増

加はあるものの、平成８年度の 2兆 2,785億円をピークに、平成 23年度

まで減少傾向にありました。 

平成 24 年度及び平成 25 年度に、災害復旧工事の本格化や大型経済対

策により、公共投資で持ち直しの動きが見られましたが、平成 26年度に

下げ止まり、それ以降はほぼ横ばいで推移しており、令和６年度ではピー

ク時から 52.6％減の 1兆８百億円となっています。 

また、景気変動の影響などにより建設投資が減少したこともあり、県内

の建設業許可業者数は平成 11 年度の 12,619 社をピークに減少し、令和

６年度末では 9,384 社とピーク時から 3,235 社（25.6％）の減少となっ

ています。 

 

図７〔県内の建設投資額及び建設業許可業者数（年度末時点）の推移〕 

資料：国土交通省「建設総合統計年度報」、新潟県土木部 
 

 【※令和４・５年度の建設投資額について】 

国土交通省の「建設総合統計年度報」によると、令和４年度の建設投資

額(公共)は 8,660億円となっており、令和３年度の 4,965億円から約 74％

の大きな増加がみられますが、各機関においてそのような大幅な発注量

の増加は確認できておらず、実態を反映していない可能性があり、令和５

年度においても同様の状況が見受けられます。 
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  ② 売上高経常利益率は低下傾向 

県内建設企業の売上高経常利益率（以下「利益率」という。）は、上昇

傾向が続いてきました。平成 30年度以降は５％前後で推移してきました

が、近年は資材価格の高騰や外注費の高騰などの影響により低下してい

ます。令和４年度以降は建設業の全国平均を下回っています。 

売上高規模別では、小規模な階層で劣位になっています。 

 

図８〔建設企業の売上高経常利益率〕 

資料：財務省「法人企業統計調査」 

新潟県の数値は東日本建設業保証(株)調査資料を元に新潟県で算出 

 

表１〔建設企業の売上高経常利益率（売上高別）〕 

資料：東日本建設業保証(株)調査資料を元に新潟県で算出 

 

 

  

売上高・年度 H20 H21 H22 H23 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
企業数
(R6)

30億円～ 0.8 3 3.1 2.9 4.9 4.9 4.6 5.4 5.1 4.5 5.4 5.7 5.2 4.2 4.7 42

10～30億円 1.4 1.9 2.8 3.0 3.9 4.6 4.2 4.9 5.3 4.8 5.1 5.3 4.6 5.5 6.0 127

５～10億円 0.5 1.0 1.1 1.1 3.9 3.3 3.5 4.5 4.5 4.9 5.5 6.5 5.3 6.1 7.4 134

１～５億円 ▲ 0.6 ▲0.5 0.1 0.6 2.4 1.9 2.2 2.8 4.1 3.8 3.7 4.7 4.1 3.8 4.7 528

～１億円 ▲ 3.9 ▲4.6 ▲ 3.7 ▲ 3.4 0.7 ▲ 0.8 ▲ 1.5 ▲ 0.6 2.7 0.9 1.0 2.2 0.1 0.9 0.5 259

合計 0.5 1.7 1.9 2.0 4.1 4.1 3.9 4.7 4.9 4.5 5.0 5.5 4.8 4.6 5.2 1,090
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（参考：資材価格及び労務単価の高騰） 

 図９〔建設資材物価指数（建設総合）の推移〕 

資料：⼀般財団法⼈ 建設物価調査会「建設物価建設資材物価指数®」 

 

 図 10〔公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移〕 

     資料：国土交通省「報道発表資料（令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について）」 
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（３）建設企業意識調査 

① 建設企業意識調査における経営面の課題 

県で実施している建設企業意識調査（以下「意識調査」という。）にお

いて、令和７年度調査における「経営面での課題」では「技術者等の人材

確保・育成」が 88.3％と最も高く、以下「受注量の確保・増大」が 65.0％、

「技能・技術、ノウハウの承継」が 33.8％となっています。 

令和２年度調査から、上位２つの間で入れ替わりはあったものの、多く

の企業において「技術者等の人材確保・育成」と「受注量の確保・増大」

の２つが大きな課題であることがうかがえます。 

 

 図 11〔経営面での課題〕 

 資料：新潟県土木部「建設企業意識調査」 
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② 建設業の労働環境 

ア 他産業に比べ長い労働時間 

     令和６年における県内常用労働者の一人平均年間労働時間を見ると、

全産業平均で 1,697 時間、製造業で 1,877 時間であるのに比べ、建設

業では 1,966 時間と他産業に比べ長い労働時間となっており、この長

時間労働が建設産業において担い手の採用が進まない原因の一つと考

えられています。 

 

図 12〔県内産業の常用労働者１人平均年間労働時間〕 
※事業所規模５人以上、パートタイム労働者を含む 

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和６年） 

 

イ 普及しつつある週休２日制度 

    令和７年度の意識調査によると、週休２日に取り組んでいる企業

は令和５年度から 19.5ポイント増加し、64.2％となっており、徐々

に週休２日の取組が浸透してきていることがうかがえます。 

 

図 13〔休日の形態〕 

                                資料：新潟県土木部「建設企業意識調査」 
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ウ 進まない ICTの活用 

    令和７年度の意識調査では「３次元測量（UAV、３D スキャナ等）」、

「３次元設計データ作成」、「ICT建機による施工」、「３次元データによ

る施工管理」の４つについては、自社、下請での実施を合わせて概ね 24

～28％、「BIMの活用」、「CIMの活用」については自社、下請での実施を

合わせて５％前後となっており、活用が進んでいない状況にあります。

活用していく上での課題としては、導入の費用を挙げる企業が最も多

い結果となりました。 

 

図 14〔ICTの活用状況〕 

                                資料：新潟県土木部「建設企業意識調査」 

 

図 15〔ICTを活用していく上での課題〕 

                                資料：新潟県土木部「建設企業意識調査」 
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Ⅲ 建設産業に関わる環境変化 
    

１ 県民の命とくらしを守る防災・減災対策の推進 
国土の強靱化は、平成 25 年 12 月に施行された「強くしなやかな国民生活

の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」や、平成 26年

６月に閣議決定された「国土強靱化基本計画」に基づき進められています。   

県においても、県民のくらしと命を守る防災・減災対策や社会資本等の老朽

化対策、基盤整備等、ハード・ソフト対策を着実に実施するため、平成 28年

３月に「新潟県国土強靱化地域計画」を策定する等、災害に対する取組を進め

ています。 

政府は、令和７年６月に「第１次国土強靱化実施中期計画」を閣議決定し、

「国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理」、「経済発展の基盤とな

る交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化」、「デジタル等新技術の

活用による国土強靱化施策の高度化」、「災害時における事業継続性確保を始め

とした官民連携強化」、「地域における防災力の一層の強化」を計画期間内（令

和８年度～令和 12年度の５年間）に実施すべき施策として位置付けました。 

 

２ 第三次・担い手３法の改正 
建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手確保のため、平成 26

年及び令和元年に、品確法、建設業法及び入契法を一体として改正し、10 年

間で様々な成果が得られたところです。しかしながら、厳しい就労条件を背景

に、依然として就業者の減少が著しく、建設業がその重要な役割を将来にわた

って果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対

策を強化することが急務であることから、これらの課題に対応し、持続可能な

建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする、第三次・担い

手３法の改正が令和６年６月に行われました。 

 

３ 建設業法の改正 
建設業が「地域の守り手」としての重要な役割を果たし続けられるようにす

るためには、担い手の確保に向けた取組強化が急務となっています。また、昨

今の急激な資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資となる労務費等

がしわ寄せを受けないよう、高騰分の適切な価格転嫁が求められているとこ

ろです。 

こうした状況を踏まえ、中央建設業審議会が定めた「労務費の基準」を踏ま

えた労務費の行き渡りの取組による「労働者の処遇改善」や、資材価格高騰に

伴う請負代金の変更協議のルール化による「労務費へのしわ寄せ防止」、工期

ダンピング対策の強化や ICTを活用した技術者の配置要件の合理化による「働

き方改革と生産性の向上」を大きな柱に、「持続可能な建設業」の実現に向け

て、建設業法の改正・施行が行われました。 
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４ 更なる建設現場の省人化対策 
国土交通省では平成 28年度から推進してきた、i-Constructionの取組を加

速し、建設現場における省人化対策に取り組むため、令和６年４月に「i-

Construction2.0」を策定しました。i-Construction2.0では、2040年度まで

に建設現場の省人化を少なくとも３割、すなわち生産性を 1.5 倍向上するこ

とを目指し、「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション

化」、「施工管理のオートメーション化」を３本の柱として、建設現場のオート

メーション化に取り組むこととしています。 

 

５ 働き方改革の推進 
平成 30年６月の「働き方改革関連法」の成立に伴い、時間外労働の上限規

制が規定されました。建設業については、長時間労働の背景に業務の特性等の

課題があることから上限規制の適用が５年間猶予されていましたが、令和６

年４月より、時間外労働の上限規制の適用が開始されています。 
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Ⅳ 「第四次・活性化プラン」の取組と評価 

 

１ これまでの県の取組と評価 
（１）「第四次・活性化プラン」の取組 

   「第四次・活性化プラン」では「持続可能な社会づくりに貢献できる建設

産業をめざして」を目標に、「経営基盤の強化」、「人材の確保・育成」、「生

産性の向上」の３つの柱を基本として、７つの施策と「SDGs 達成に向けた

取組の推進」について取り組んできました。 

 

（２）評価会議における施策評価 

① 評価会議について 

県では、「第四次・活性化プラン」における施策についての評価と、今

後の施策についての御意見をお聞きするために、有識者による評価会議※

を設置し、４回にわたり議論をいただいたところです。 

評価については「第四次・新潟県建設産業活性化プラン 最終評価報告

書」として取りまとめられ、新潟県ホームページにおいて掲載しています。 
※委員構成等は巻末を参照 

  

② 評価の概要 

評価にあたっては、３つの柱に沿った７つの施策、及び「SDGs 達成に

向けた取組の推進」について、数値指標における達成率にその他の状況を

踏まえた「達成度評価」及び達成度評価をもとに、施策の実効性を踏まえ

た「事業評価」の２つの方式で評価を実施しています。 

 

表２〔第四次・新潟県建設産業活性化プランの評価概要〕 

 

達成度評価では、「順調」と評価された施策がなく、「ICT等の活用促進」

「新技術・新工法の活用促進等」については、「遅れている」と評価され

ました。また、事業評価については、「人材の確保・育成」「ICT等の活用

促進」「新技術・新工法の活用促進等」の評価が「やや課題あり」となる

など、厳しい評価となりました。 

施 策 達成度評価 事業評価 

施策(１) 経営の安定化 やや遅れている 概ね適切 

施策(２) 経営課題の解決支援 概ね順調 概ね適切 

施策(３) 受注環境の向上 概ね順調 概ね適切 

施策(４) 人材の確保・育成 概ね順調 やや課題あり 

施策(５) 労働環境の改善 やや遅れている 概ね適切 

施策(６) ICT等の活用促進 遅れている やや課題あり 

施策(７) 新技術・新工法の活用促進等 遅れている やや課題あり 

SDGs達成に向けた取組の推進 目標設定なし 適切 
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Ⅴ 「第五次・活性化プラン」の目標と施策体系 
 

１ 目標 
第五次・活性化プランでは、「人口減少社会においても活躍し続ける魅力あ

る建設産業をめざして」という目標を掲げました。 

本県の人口は、今後も不可避的に減少局面が継続する見込みであり、そのよ

うな中でも、成長力のある持続可能な社会を構築することが必要です。このプ

ランは、建設産業が「地域の守り手」としての役割を担いながら、活躍し続け、

魅力ある産業となることをめざして策定するものです。 

   

２ 目標実現に向けた２つの柱と重点取組事項 
第五次・活性化プランでは、総合計画を踏まえ「経営基盤の強化」及び「人

材の確保・育成」の２つを柱とし、６つの施策を配し、取組を推進します。 

また、２つの柱を進めるために必要不可欠な「生産性の向上」について７つ

目の施策として特に重点的に取り組むこととします。 

 

（１）経営基盤の強化 ～持続可能な体制の構築～ 

県内企業の利益率は資材価格の高騰などの影響により、近年低下傾向に

あるなど、県内建設企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。その

ため、引き続き、安定的な利益の確保と収益性の改善に向けた取組が必要で

す。 

 

（２）人材の確保・育成 ～多様な人材の活躍促進～ 

高齢化の進行や就業者の処遇改善の遅れなどにより、若年就業者の減少

に歯止めがかかっておらず、将来の担い手確保・育成が喫緊の課題となって

います。そのため、建設産業のやりがいや魅力の発信に加え、多様な人材の

活躍に資する取組への支援など、多面的な取組により、人材確保・育成や離

職防止を図ります。 

 

（３）生産性の向上 ～ICT・DXの加速化～ 

「経営基盤の強化」や「人材の確保・育成」を進めるためには、生産性の

向上が必要不可欠となっていることから、ICT活用の普及・促進等に取り組

む必要があります。 
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３ 施策体系  
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Ⅵ 施策の展開 
 

  施策を進めるに当たり、客観的な評価や適正な進捗管理を行うために、数値

目標を設定しています。 
  

  

 

 

 

施策１：経営の安定化 
 

《内容》 

建設産業が、「地域の守り手」としてその役割を果たして行くためには、各

企業が安定的な収益を確保していくことが必要です。そのため、県発注工事に

おける低入札対策や、県内企業への優先発注の取組等を推進するとともに、元

請負人と下請負人間の取引の適正化に向けて取り組みます。 

 

《数値目標》  

指標 目標 

県内建設業の利益率 

〔現状値：新潟県 5.2％ 全国 5.4％（令和６年度)〕 

中間：全国の建設業平均並み 

最終：全国の建設業平均以上 

 

《各取組》 

取組①：低入札対策の推進 

取組 内容・効果 

低入札対策の推進 

適正な最低制限価格等を設定することにより、建

設企業の利益を確保し低価格受注により生じる問

題（品質低下、下請負人へのしわ寄せ、労働条件の

悪化、安全対策の不徹底等）を防止します。 

 

取組②：県内企業への優先発注・県内調達の促進 

取組 内容・効果 

県内企業への優先発注 

・県内調達の促進 

県民の安全・安心を確保するためには、企業の持

続的経営が必要であることから、受注業者の経営安

定化が図られるよう、県内企業への優先発注、下請

負人や資材に係る地域調達を促進することによっ

て、県内建設企業の経営の安定化や地域経済の活性

化につなげます。 

 

 

柱１ 経営基盤の強化 
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取組③：地域保全型工事の安定発注 

取組 内容・効果 

地域保全型工事の安定

発注 

災害対応や除雪等、地域の安全・安心確保に貢献

する地元企業を対象とした、地域保全型工事を安定

的に発注することで、地域に貢献する地元企業の成

長を促し、地域の体制維持に努めます。 

 

取組④：物価高騰等に伴う価格転嫁対策 

取組 内容・効果 

物価高騰等に伴う価格

転嫁対策 

 

 建設業法による資材高騰に伴う請負代金の変更

協議のルール化等について、民間工事の発注者に対

する働きかけを継続します。 

〈拡充〉 

建設業法に基づき、中央建設業審議会が新たに定

めた「労務費に関する基準」を踏まえた適正な労務

費の確保と行き渡りが行われるよう、国と連携した

指導・監督を行います。 

 

取組⑤：元請負人・下請負人間の取引の適正化 

取組 内容・効果 

取引適正化に向けた取

組 

建設業者への立入検査や県発注工事における施

工体制の一斉点検の実施や、「建設業取引適正化月

間」における啓発活動を実施し、法令遵守の促進を

図ります。 

〈拡充〉 

点検結果を公表することで一層の取引適正化を

図ります。 

元請負人・下請負人間

における相談対応等 

土木部（建設業室）において相談対応を行うこと

で、不適正な元請負人・下請負人間の取引是正を実

施します。 

また、県に設置する「建設工事紛争審査会」にお

いて、建設工事の請負契約に関する紛争の解決に寄

与します。 

「新潟県建設生産シス

テム合理化指導要綱」

等に基づく適正化の促

進 

建設業者の役割・責任や適正な契約についてまと

めた「新潟県建設生産システム合理化指導要綱」を

適宜改正し、周知・活用することで、元請負人・下

請負人関係の適正化を図ります。 
 
取組⑥：ICT活用工事等の普及推進 

※内容等は「生産性の向上」に記載（32ページ） 
 

取組⑦：バックオフィス DXの普及促進 

※内容等は「生産性の向上」に記載（33ページ） 

拡 

拡 



Ⅵ 施策の展開 

20 

 

施策２：経営課題の解決支援 
 

《内容》 

 建設産業を取り巻く環境の変化を踏まえ、経営の見直しや企業価値を高め

るための課題の解決を図っていくことが必要とされています。 

 建設サポートセンターにおける経営相談や企業への専門家派遣を行うとと

もに、経営セミナーを開催するなど、企業経営上の課題解決に向けた支援を行

います。 

  また、企業同士が連携して行う課題解決に向けた取組を支援します。 

 

《数値目標》  

指標 目標 

経営における専門家派

遣支援を受けた企業に

おける課題解決の割合 

〔現状値： － 〕 

中間：令和８年度結果より向上 

最終：中間値より向上 

※専門家派遣を受けた企業に対し、令和８年度から課題解決に関するアンケートを実施 

 

《各取組》 

取組⑧：総合相談窓口における経営支援 

取組 内容・効果 

建設サポートセンター

による経営支援 

県・商工団体に設置した「新潟県建設サポートセ

ンター」において、経営問題、合併や事業承継、新

分野進出等の相談に対応することで、建設企業が抱

える問題解決の支援を図ります。 

 

取組⑨：専門家の活用による経営支援体制の整備 

取組 内容・効果 

専門家の活用による支

援 

中小企業診断士や税理士等の専門家を建設企業

に派遣する体制を整備し、様々な相談に対応するこ

とで、専門的知識が必要となる企業の課題に対して

支援を行います。 

なお、専門家支援を受けた企業に対してアンケー

トを実施するなど、随時企業ニーズを把握すること

で、変化する企業の課題への対応を図ります。 

建設企業向けセミナー

の開催 

企業の経営戦略、人材マネジメントやデジタル化

など、建設企業向けに特化した経営者向けセミナー

を開催することで、企業の経営支援、課題解決に向

けた情報発信を行います。 
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取組⑩：経営課題の解決に向けた企業連携の促進 

取組 内容・効果 

経営課題の解決に向け

た企業連携の促進 

〈新規〉 

個々の企業では解決が困難な課題に対し、企業同

士が連携して行う取組への支援を行います。 

 

 

施策３： 競争力の強化 
 

《内容》 

県内建設企業の競争力を強化するため、自社の強みや経営資源を活かした

新分野・新市場等への進出や本業における新工法・新技術の開発など経営多角

化・経営革新の取組の支援等を行います。 

 

《数値目標》  

指標 目標 

「Made in 新潟 新技

術普及・活用制度」の登

録技術の売上実績 

〔現状値：585億円〕 
※直近５年間の売上実績（令和２年度～令和６年度） 

中間：３年間の売上実績 370億円 
  （令和７年度～令和９年度） 

最終：５年間の売上実績 630億円 
  （令和７年度～令和 11 年度） 

※今後５か年で想定される全国の公共投資額の増を前提として設定 

 

《各取組》 

取組⑪：新技術・新工法の活用促進等 

取組 内容・効果 

「Made in 新潟 新技

術普及・活用制度」への

登録を目指す企業に対

する周知及び支援の強

化【つくる】 

〈拡充〉 

登録を目指す企業向けのリーフレットの新たな

作成などにより企業への周知活動を強化するほか、

登録直後のイベントへの優先参加など支援を充実

させることで、企業の登録意欲を喚起し、幅広い分

野における登録技術数の増加を図ります。 

新技術・新工法の開発・

研究に対する経費の助

成【つくる】 

建設企業が行う新技術・新工法への取組に対し経

費補助を行うことで、建設企業の経営革新の取組を

促進します。 

新 

拡 
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取組 内容・効果 

「Made in 新潟 新技

術普及･活用制度」によ

る技術力向上・技術開

発促進・販路開拓への

支援【つかう】 

公共工事等において新技術を積極的に活用でき

る環境を整備することで、企業の技術開発意欲の向

上を図ります。また、建設見本市への登録企業との

共同出展を通じて制度の周知を図るとともに、登録

技術の販路開拓を支援します。 

〈拡充〉 

県発注工事で活用された技術だけではなく、新た

に製品系技術、民間・県外工事で活用が進む技術を

適切に評価できる仕組みを構築し、より多くの優れ

た技術を「ゴールド技術」や「プラチナ技術」とし

て認定することで、開発企業の技術力向上を促進し

ます。 

また、「シニア技術」の中でも優れた技術を適切

に評価するため、新たな認定制度の導入を検討しま

す。 

「Made in 新潟 新技

術普及･活用制度」にお

ける登録技術へのイン

センティブ付与 

【つかう】 

「Made in 新潟 新技術普及･活用制度」に新規登

録した建設企業には、入札参加資格において加点を

付与することで、企業の技術開発意欲の向上及び登

録技術の活用を促進します。さらに、県発注工事で

は、総合評価落札方式や工事成績評定において、登

録技術の活用を適切に評価します。 

「Made in 新潟 新技

術普及･活用制度」のブ

ランド力強化【つかう】 

〈拡充〉 

オンライン説明会を充実するとともに、新たに

Web 広告を活用するなど、Web を通じた全国的な情

報発信を推進することで、「Made in 新潟 新技術普

及・活用制度」のブランド力強化を図ります。 

 

取組⑫：新分野進出、経営革新への支援 

取組 内容・効果 

新分野進出等優良建設

企業の表彰 

新分野進出により、優れた成果を収めている建設

企業を表彰するなど、積極的に PR を行うことで、

新分野進出の促進を図ります。 

新分野・新市場進出に

係る経費の助成 

建設企業が行う新分野・新市場進出への取組に対

し経費補助を行うことで、建設企業の経営多角化の

取組を促進します。 

入札参加資格における

インセンティブの付与

（新分野進出） 

新分野への進出に取り組んでいる建設企業に対

し、入札参加資格における加点を行うことで、新分

野進出の促進を図ります。 
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施策４： 受注環境の向上 
 

《内容》 

品確法の趣旨を踏まえ、建設企業の受注環境を向上させるため、発注関係事

務の適正化を図るとともに、工事の円滑な実施を確保するための施工時期の

平準化や多様な入札契約制度の導入等に取り組みます。 

 

《数値目標》  

指標 目標 

新潟県発注工事の平準

化率※ 

〔現状値：0.89（令和５年度）〕※全国平均 0.81 
 
中間：0.9以上を達成 

最終：0.9以上を維持 
 

 

 

 ※平準化率は閑散期（４～６月）の工事稼働数を、年間の平均工事稼働数に近づけて

いくための指標であり、1.0に近づいていくことで、閑散期の解消が図られる 

 

《各取組》 

 取組⑬：発注関係事務の適正化に向けた取組 

取組 内容・効果 

運用指針に基づく発注

関係事務の適正な実施 

取引価格の調査などにより、設計単価の改定を随

時行うことで、予定価格設定などの発注関係事務の

適正化を図ります。 

各ガイドライン等の見

直し 

これまで策定した「土木工事設計変更ガイドライ

ン」や「土木設計図書の照査ガイドライン」などを

随時見直し、活用することで、発注関係事務の適正

化を図ります。 

県発注工事における賃

金・物価変動対策の実

施 

工期内に労務単価や資材価格等が著しく変動し

た場合に、建設工事請負基準約款のスライド条項に

基づき、発注者又は受注者からの請求により請負金

額を変更するなど、賃金・物価変動対策を実施しま

す。 

県職員に対する研修の

実施 

発注関係事務の経験が少ない新採用職員への積

算研修や、積算基準の改定時における説明会等を実

施することで、適正化に対する職員の理解促進を図

ります。 

平準化率(件数)＝ 
４～６月期の月平均工事稼働数 

 

年間の月平均工事稼働数 



Ⅵ 施策の展開 

24 

 

取組 内容・効果 

発注施策に関する他発

注機関との連携強化 

県内の国・県・市町村の関係機関を構成員とした

「北陸ブロック発注者協議会新潟県部会」により発

注関係機関相互の連絡調整を図るとともに、ワーキ

ンググループや発注関係事務相談キャラバンを通

じて、国・県・市町村の連携強化を図ります。 

市町村の入札制度の改

善に向けた働きかけ 

国土交通省の「ハンズオン支援」において、国と

協働し、市町村の入札契約制度において重点的に改

善を図る事項として策定したロードマップに沿っ

て、市町村に制度改善の取組を働きかけます。 

公共工事相談窓口の設

置による受注者や関係

者との良好な関係構築 

県庁及び地域機関に設置した公共工事相談窓口

において、入札、契約、設計変更、検査等に関する

相談対応を行い、受注者や関係者との良好な関係構

築を図ります。 

  

取組⑭：施工時期の平準化 

取組 内容・効果 

ゼロ県債※等の活用 

ゼロ県債等を積極的に活用し、比較的工事の少な

い時期に建設業者が施工できるようにすることで、

施工時期の平準化を図ります。 

施工時期選択可能工事

制度の活用 

施工時期選択可能工事制度の積極的な活用によ

り、更なる施工時期の平準化を図ります。 

※当初予算に計上する予定の一部を前倒しし、当該年度の支出は伴わない（支出が 

ゼロ）で年度内に発注を行うもの 

 

取組⑮：多様な入札・契約制度の導入 

取組 内容・効果 

多様な入札・契約制度

の導入 

工事の性格、地域の実情、受発注者ニーズを踏ま

え、受注発注環境の向上に資する入札・契約制度の

導入可能性の検討を行います。 

 

取組⑯：総合評価落札方式の活用 

取組 内容・効果 

「総合評価落札方式」

の活用 

価格と品質の両方で評価を行う「総合評価落札方

式」について、随時見直しを行いながら積極的に活

用することで、企業の技術力向上を促します。 
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取組 内容・効果 

「総合評価落札方式」

における技能者評価の

取組 

 「総合評価落札方式」における登録基幹技能者配

置の加点評価を行うことで、品質の確保・向上を図

ります。 

また、現在の２工種（コンクリート工事及び電気

工事）だけでなく、他の工種への拡充についても検

討します。 
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施策５：労働環境の改善 
 

《内容》 

労働環境の改善は、建設業が持続的に安定した経営を行う産業となって行

くためには必要不可欠な取組であり、特に若年層においては、労働時間の短さ

や休暇の取りやすさが就職先を選ぶ際の大きな前提となります。そのため、週

休２日の更なる推進や就労者の処遇改善の取組により、ワーク・ライフ・バラ

ンスや働き方改革の推進に取り組みます。 

 

《数値目標》  

指標 目標 

県内建設業の労働時間

（所定内・所定外の合

計） 

〔現状値：1,966時間（令和６年平均）〕 

中間：1,884時間以下 

最終：1,876時間以下 

 ※令和６年の製造業並みの労働時間を目指して設定 

 ※労働者にはパートタイムを含む 

 

《各取組》 

取組⑰：働き方改革の取組促進 

取組 内容・効果 

週休２日に向けた取組 

 

県発注工事において、積算上の支援や工事成績評

定の加点措置を行う「週休２日適用工事」を実施す

ることで、建設産業における週休２日の浸透を図り

ます。 

猛暑やクマ多発状況下

等における現場作業環

境の改善 

〈拡充〉 

猛暑日等の異常気象に対する柔軟な工期設定や

熱中症対策費用及びクマ対策費用の適切な計上等

により、現場作業環境の改善を図ります。 

多様な人材が活躍でき

る職場環境の整備 

入札参加資格において、Ni-ful（ニーフル）認定

企業※や障害者雇用、健康づくりに取り組む企業に

対し加点を行うことで、多様な人材が入職・活躍し

やすい職場環境の整備に取り組む企業を支援する

とともに、総合評価落札方式において、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進に取り組む企業を評価するこ

とにより、働き方改革の推進に取り組みます。 

 ※Ni-ful（ニーフル）認定企業：新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業 

 

柱２ 人材の確保・育成 

拡 
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取組⑱：低入札対策を通じた賃金水準の向上 

取組 内容・効果 

低入札対策を通じた賃

金水準の向上 

適正な最低制限価格等を設定することにより、建

設企業の利益を確保し、建設業就業者の賃金水準向

上を図ります。 

 

取組⑲：労務費の行き渡りに向けた指導・監督 

取組 内容・効果 

労務費の行き渡りに向

けた指導・監督 

〈新規〉 

民間工事の発注者に対する働きかけを継続する

とともに、建設業法に基づき、中央建設業審議会が

新たに定めた「労務費に関する基準」を踏まえた適

正な労務費の確保と行き渡りが行われるよう、国と

連携した指導・監督を行います。 

 

取組⑥：ICT活用工事等の普及推進 

※内容等は「生産性の向上」に記載（32ページ） 

 

取組⑦：バックオフィス DXの普及促進 

※内容等は「生産性の向上」に記載（33ページ） 

 

 

施策６：人材の確保・育成 
 

《内容》 

他産業よりも就業者の高齢化が進行する建設産業において、企業が技術・技

能を維持し、引き続き地域の守り手としての役割を果たしていくためには、人

材の確保・育成が喫緊の課題となっています。将来の建設産業の担い手を確保

するため、人材確保や離職防止の取組を促進します。 

 

《数値目標》  

指標 目標 

県内建設業における大

学・高校新卒者の就業

継続率（卒業３年後） 

〔現状値：大卒 76.1％、高卒 67.6％（令和６年度）〕 

中間： 大卒 76.5％、高卒 68.4％ 

最終： 大卒 76.8％、高卒 69.0％ 

 ※県内全産業の値との差の解消を目指して設定 

 

 

 

 

新 



Ⅵ 施策の展開 

28 

 

《参考指標》 

指標 目標 

新規高等学校卒業者の

建設業への就職者数 

〔現状値：329人（令和７年３月卒)〕  

中間：306人  

最終：306人 

 ※学生の人数が減少傾向にある中で、直近５年の平均値の維持を目指して設定 

 

《各取組》 

取組⑳：多様な人材確保・育成に向けた取組促進 

取組 内容・効果 

若者・女性等の人材確

保・育成に向けた団体

の取組への支援等 

建設産業関係団体の若者・女性や ICT人材をはじ

めとした人材確保対策や技術力向上のための人材

育成等への必要な支援を行うことで、将来の担い手

確保や離職防止の促進を図ります。 

また、若者・女性の定着に向け、建設業のやりが

いを伝えるセミナーの開催などの取組を実施しま

す。 

外国人材の雇用に向け

た取組への支援 

〈拡充〉 

企業のニーズや課題等を把握するとともに、外国

人雇用に関する制度周知や導入事例の共有を図り

ます。 

入札参加資格における

インセンティブの付与

（若年者雇用） 

若年者を常勤職員として新たに採用した建設企

業に対し、入札参加資格における加点を行うこと

で、若年者雇用の促進を図ります。 

 

取組㉑：技術力の向上 

取組 内容・効果 

現場施工に優れた企

業・技術者の表彰制度

の充実 

現場施工に優れた企業や技術者を表彰するとと

もに、総合評価落札方式において表彰を受けた技術

者の配置に加点を行うことで、工事の品質向上はも

とより、就業者の技術や意欲の向上による離職防止

につなげます。 

また、優良な下請負工事を施工した企業に対する

優良工事貢献企業証の交付制度により、下請負人に

おいても技術や意欲の向上による離職防止を図り

ます。 

拡 
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取組 内容・効果 

ME の認定※による技術

者の養成 

高度経済成長期に集中的に整備された社会資本

の老朽化に対応するため、ME（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ）の

養成講座を開催し、人材育成を図ります。 

 ※社会基盤施設・設備の点検等を実施できる技術者としての認定 

 

 取組㉒：担い手確保のための PR等の取組 

取組 内容・効果 

現場見学会・施設見学

会の実施 

県民や地域住民、児童・生徒やその保護者を対象

とした現場見学会や施設見学会を実施し、建設産業

の魅力を感じてもらうことで、将来の担い手確保を

図ります。 

学校を通じた PRの実施 

児童・生徒やその保護者を対象に建設産業の役割

や魅力を PR するとともに、ものづくりの楽しさを

感じてもらうことで、将来の担い手確保を図りま

す。 

 また、将来の ICT技術者・技能者の確保を図るた

め、建設産業における ICT活用について積極的な PR

を行い、建設産業のイメージ向上を図ります。 

関係団体における建設

産業 PRの支援 

建設産業関係団体における PR 活動を支援しま

す。 

関係団体等との情報共

有・協力体制の構築 

建設関係団体、教育機関、関係行政機関等で構成

する「北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会」

を通じ、関係機関との情報共有を図ることで、人材

確保対策を進めます。 

また、認知されにくい、建設団体における災害応

援活動などについても PR を行うことで、人材確保

や就業者の意欲向上による離職防止を図ります。 

 

 

 

 

 

 

拡 
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取組 内容・効果 

SNS 等を活用した効果

的広報の実施 

 SNS等により防災・減災対策やインフラの老朽化

対策を PR するとともに、それらを支える建設産業

の重要性について情報発信を行い、建設産業のイメ

ージ向上と将来の担い手確保を図ります。 

〈拡充〉 

処遇の改善等が進み、３K※１から新４K※２へと変

化する建設産業のイメージアップにつながる情報

発信を新潟県建設産業魅力発信ポータルサイト「ビ

ルドニイガタ」を通じて行い、一人でも多くの若者

に建設産業への就職を選択肢として考えてもらえ

るよう取り組みます。 

また、建設産業への就職を考えたことがない高校

生・大学生等の若者に一人でも多く見てもらい、建

設産業への門戸を叩いてもらえるよう、SNS等の活

用による若者に焦点を当てた広報に取り組みます。 

 ※1 ３K きつい・汚い・危険 

 ※2 新４K 給与がよい・休日がとれる・希望がもてる・カッコイイ 
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  建設産業の「経営基盤の強化」や「人材の確保・育成」を進めるためには、

生産性の向上が必要不可欠となっていることから、第五次プランでは生産性

の向上を重点取組事項と位置づけ、取り組んでいきます。 

 

《内容》 

建設工事における生産性の向上を図るため、ICTや BIM/CIM などのデジタル

技術の普及を推進していきます。そのため、ICT活用工事の本格的な普及を目

指すとともに、これらの技術を活用できる人材の育成に向けた研修等を実施

します。ICTの活用については各企業の取組に温度差があるため、特に ICT導

入に踏み切れない企業を後押しする必要があります。こうした企業の生の声

を聴き、寄り添った形の支援策を検討します。 

  また、企業の ICT・DXに係る取組に対する支援や人材等の有効活用、作業の

効率化につながる取組等により、建設工事現場に限らず、企業全体の生産性の

向上を促進します。 

 

《数値目標》 

指標 目標 

建設 DXアンケート調査

における ICT の導入状

況※ 

〔現状値： － 〕 

中間：令和８年度結果と最終目標値の中間値 

最終：80.0% 

※県内の A、Bランクの企業に対し、令和８年度から ICT活用工事の導入状況につ

いてのアンケートを実施 

※本指標における ICT とは、生産性の向上に貢献する ICT を活用した技術全般の

ことを言い、国土交通省が実施要領で定める技術に加え、自動追尾型トータルス

テーションやモバイル端末を使用した出来形管理等などの技術を含む 

 

《参考指標》 

指標 目標 

県内建設業の労働生産

性 

〔現状値：567万円（令和５年度)〕  

中間：600万円  

最終：630万円 

 ※労働生産性＝純付加価値額／建設業就業者数（建設工事施工統計調査を基に算出） 

 ※過去３年間における年間増加額の平均（８万円/年）を上回ることを目指して設定 

 

 

 

重点取組事項 生産性の向上 
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《各取組》 

 取組⑥：ICT活用工事等の普及推進 

取組 内容・効果 

ICT活用工事の普及・推

進 

ICT活用工事における対象工種の拡大、発注者指

定型の拡充及び簡易型 ICT 活用工事※1 の導入によ

り、様々な現場における ICT 活用の普及を図りま

す。 

ICT 活用工事の普及促

進に向けた研修等の実

施 

ICT 活用工事の普及のためには、ICT を活用でき

る人材が必要であることから、建設業界の ICT人材

育成のための研修等を実施します。 

〈拡充〉 

習熟度に応じた研修や、導入に踏み切れない企業

を後押しするイベントを実施します。また、工事受

注者向けの ICT 活用に関するサポート制度の導入

を検討します。 

県独自の ICT 活用工事

実施要領の策定 

〈新規〉 

「普段使いできる手軽な ICT」※2を活用しやすく

するため、県発注工事における独自の ICT活用工事

実施要領を策定します。 

職員の ICT 意識醸成、

ICT 知識向上に向けた

職員向け研修の実施 

建設業界の ICT拡大を見据え、ICT の理解と基礎

知識の習得を図るための職員向け研修を実施しま

す。 

〈拡充〉 

発注者の理解不足を解消するため、研修内容を刷

新し、ICT活用に対する意識を高めるとともに、具

体的な積算方法などの実践的な知識の習得を促進

します。 

BIM/CIM※3の導入促進 

建設事業全体での活用が期待される BIM/CIM に

ついて、BIMは新営設計業務において活用を推進し

ており、CIMは一部の詳細設計業務において試行を

行っています。 

今後は、国の動向や関連業界の活用状況等の情報

を収集しつつ、CIMの本格導入の可能性の検討を進

めます。 

※1 ICT建機を使用せず、施工管理において ICTを活用する工事 

※2 国に準拠した現在の ICT活用工事実施要領の施工プロセスには合致しないが、

例えば建設現場で技術者が普段行っている測量を便利にする自動追尾型トータ

ルステーションやモバイル端末を使用した出来形管理などの技術 

※3 BIM/CIM Building/Construction Information Modeling, Management 

３次元モデルに各種情報を結びつけることで、業務効率化や高度化を目指す取 

   組 

 

 

拡 
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 取組⑦：バックオフィス DXの普及促進 

取組 内容・効果 

バックオフィス DXの普

及促進 

企業の経営者や DX を推進する人材等に対する研

修事業等を実施し、業務効率化や生産性向上のため

の意識醸成や知識習得を促すための取組を進めま

す。 

技術者サポート人材の

確保・育成 

技術者の業務を IT スキル等を用いてサポートす

る人材の確保・育成に向けて取り組む企業を支援す

ることにより、技術者タスクの軽減を図ります。 

 
 

取組㉓：デジタル技術を活用した公共インフラの点検等の省力化及び効率化 

取組 内容・効果 

デジタル技術を活用し

た公共インフラの点検

等の省力化及び効率化 

〈新規〉 

タブレット端末に搭載した点検作業を省力化で

きるアプリケーションなどのデジタル技術を活用

することにより、現地での点検記録や調書作成の効

率化を図ります。 

 

取組㉔：申請等におけるデジタル化の普及 

取組 内容・効果 

申請等におけるデジタ

ル化の普及 

 建設業許可及び経営事項審査等に係る電子申請

の更なる利用拡大に向け、事業者への周知を図ると

ともに、処理日数を短縮するなど、利便性の向上に

努めます。 

 

 取組㉕：発注業務における ICTの活用推進 

取組 内容・効果 

CALS/ECの活用 

CALSシステム※においては、これまで応答速度や

操作性の向上などの改善を行っていますが、今後も

利用企業のニーズを聞きながら随時改善すること

で、利便性の向上を図ります。 

EC の市町村との共同利

用 

EC（電子入札システム）は現在 14 市村と共同利

用中ですが、維持管理コストの削減や県全体での電

子化を促進するため、更なる共同利用を目指しま

す。 

※「公共事業支援統合情報システム」の略称で、各種情報を電子化し情報交換・共

有を行うことで、コスト削減や生産性向上を図るもの 

 

新 
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取組㉖：現場代理人の要件見直し 

取組 内容・効果 

現場代理人の要件見直

し 

国の技術者制度の動向を注視しつつ、県発注工事

における現場代理人の常駐義務の緩和について検

討を行い、建設工事における施工管理の効率化を図

ります。 

 

取組⑭：施工時期の平準化 

※内容等は「受注環境の向上」に記載（24ページ） 
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Ⅶ プランの進行管理 
  

１ 数値目標 
「Ⅵ 施策の展開」に記載している各施策の数値目標は以下の一覧表のと

おりです。 

 

（１）柱１ 経営基盤の強化 

 

  

施策 指標 目標 

１ 

経営の安定化 

県内建設業の

利益率 

〔現状値：新潟県 5.2％ 全国平均 5.4％

（令和６年度)〕 
 

中間：全国の建設業平均並み 

最終：全国の建設業平均以上 

２ 

経営課題の 

解決支援 

経営における

専門家派遣支

援を受けた企

業における課

題解決の割合 

〔現状値： － 〕 

中間：令和８年度結果より向上 

最終：中間値より向上 

３  

競争力の強化 

「Made in 新

潟  新 技 術 普

及・活用制度」

の登録技術の

売上実績 

〔現状値：585億円〕 

※直近５年間の売上実績（令和２年

度～令和６年度） 
 

中間：３年間の売上実績 370億円 

    （令和７年度～令和９年度） 

最終：５年間の売上実績 630億円 

    （令和７年度～令和 11年度） 

４ 

受注環境の 

向上 

新潟県発注工

事の平準化率 

〔現状値：0.89（令和５年度）〕 

中間：0.9以上を達成 

最終：0.9以上を維持 

※全国平均 0.81（令和５年度） 

 

 
平準化率(件数)＝ 

４～６月期の月平均工事稼働数 
 

年間の月平均工事稼働数 
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（２）柱２ 人材の確保・育成 

施策 指標 目標 

５ 

労働環境の 

改善 

県内建設業の

労働時間 

(所定内･所定

外の合計) 

〔現状値：1,966時間（令和６年平均）〕 

中間：1,884時間以下 

最終：1,876時間以下 

６ 

人材の確保・

育成 

県内建設業に

おける大学・高

校新卒者の就

業継続率（卒業

３年後） 

〔現状値：大卒 76.1％、高卒 67.6％（令

和６年度）〕 
 

中間： 大卒 76.5％、高卒 68.4％ 

最終： 大卒 76.8％、高卒 69.0％ 

（参考指標） 

新規高等学校

卒業者の建設

業への就職者

数 

〔現状値：329人（令和７年３月卒)〕  

中間：306人 

最終：306人 

 

（３）重点取組事項 生産性の向上 

  

重点取組事項 指標 目標 

生産性の向上 

建設 DX アンケ

ート調査にお

けるICTの導入

状況 

〔現状値： － 〕 

中間：令和８年度結果と最終目標値

の中間値 

最終：80.0% 

（参考指標） 

県内建設業の

労働生産性 

〔現状値：567万円（令和５年度)〕 

中間：600万円 

最終：630万円 

※労働生産性＝純付加価値額／建設

業就業者数（建設工事施工統計調

査を基に算出） 
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２ 施策の評価  
本プランにおいては、施策の適切な進捗管理や改善を実施するため、外部有

識者から施策に対する評価をいただくこととしています。 

評価時期については、計画期間（令和８年度～令和 12年度）の中間年であ

る令和 10 年度に中間評価を、最終年の令和 12 年度に最終評価を実施する予

定としています。 

なお、各施策に設定した数値目標の達成状況を参考に、社会情勢や施策の有

効性等を踏まえながら、総合的な評価を実施します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ おわりに  
建設産業は、県民生活及び経済活動の基盤となる社会資本整備を担うとと

もに、除雪や災害対応等により県民の安全・安心な暮らしを守り、地域の保全

に貢献する重要な産業です。 

 人口減少が不可避的に進行していく社会において、建設産業が安定的・持続

的にその役割を果たしていくためには、現在のリソースを有効活用しながら、

生産性を高めていくことが不可欠となっています。そのため、本プランでは建

設産業の生産性向上の取組を促進させ、安定的な利益の確保と収益性の改善

を図るとともに、働き方改革による人材確保や人材の定着を押し進めること

としています。 

本プランに掲げた施策を、関係機関と連携して取り組むことで人口減少社

会でも活躍できる建設産業を目指すとともに、新潟県総合計画の基本理念で

ある「住んでよし、訪れてよしの新潟県」の実現を図ってまいります。 

 

中間 

評価 

最終 

評価 

令和 

８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

施策の実施 

施
策
の
改
善 

策定 

施策の実施 

次
期
プ
ラ
ン
策
定 
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〈参考〉策定に当たっての取組 

 
１ 新潟県建設産業活性化プラン評価・策定検討会議の設置 

前プランである「第四次・活性化プラン」の施策評価及び今後の施策に対す

る提言をいただくため、有識者による評価会議を設置しました。 

全４回の会議を開催し、委員の専門的な知見により、「第四次・活性化プラ

ン」の取組状況を評価していただくとともに、今後５年間の社会状況等の変化

を鑑みた施策の改善について提言をいただきました。 

 

委 員 名 簿 

氏名 職名等 

大塚 悟 

（座長） 
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開 催 状 況 

開催日 議事内容 

第１回会議 

令和７年７月 17 日 

・建設産業の現状と課題 

・第四次・活性化プランの取組状況と評価 

第２回会議 

令和７年９月 12 日 

・第四次・活性化プランの評価報告書（案）について 

・次期プラン策定に向けての意見交換 

第３回会議 

令和７年 11月 12日 

・第四次・活性化プランの評価報告書（案）について 

・第五次・活性化プラン（案）について 

第４回会議 

令和８年１月 28 日 
・第五次・活性化プラン（案）について 
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２ 建設企業意識調査の実施 
「第五次・活性化プラン」策定のための基礎資料とするため、県内建設企業

1,100社を対象に意識調査を実施しています。この調査は、活性化プランの策

定や評価の際に実施することとしています。 

 

《令和７年度 建設企業意識調査》 

調査期間：令和７年４月 21日～５月 30日 

調査対象：県内建設企業 1,100社〔回収率：72.6％（799社）〕 

調査方法：新潟県電子申請システムによる調査 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

         

第五次・新潟県建設産業活性化プラン 
～ 人口減少社会においても活躍し続ける魅力ある建設産業をめざして ～    

〈 令和８年３月策定 〉 
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